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さくら市〇〇工場で木材を切断する作業に従事中、丸鋸の機械に詰まったものを取り除こうと
機械のカバーを開け中に手を入れたところ巻き込まれ右腕を損傷した。

〇 〇 製 材 株 式 会 社
〇 〇 市 〇 〇 町 ４ － １
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わかりやすく赤字にしているが実際には黒のボールペンで書く

会社に聞く

被災者が今回の災害が原因で
傷病 (補償 ) 等年金を受給
していた場合 就業先の平均賃金。

別紙で計算した金額。
既に他の給付の請求時に
労基署に平均賃金を申告
済みの場合は不要

症状固定した日

会社に書いてもらう

診断書は最低限必要な
もの。障害を立証する
資料を追加で添付すべき

今回の災害が原因で、被災者が傷病 (補償 ) 等年金を
受給していた場合、①、④、⑥および会社の証明は不要

被災前１年間の
ボーナスの総額

会社が労災の一括適用を
しており、被災者が実際に
働いていた支社と労災に
加盟している本社が異なる場合に
書く、とのことだが
常に書いておいてもよい

労基署によってはマイナンバーは不要。
労災は代理で請求してもらうことも多いため
マイナンバーの記入には慎重であるべき

会社の所在地を管轄する
労基署の名前を記入

マイナンバーと一緒に
公金受取口座を国に登録
している場合は、チェックを
入れるだけでその他の記入は
不要。
ただしその場合は本用紙下部に
マイナンバーの記載が
必要になる

今回の災害が原因で
厚生年金や国民年金などが
支給される場合は書く

【障害給付請求書 様式第 10号 記入例】

年金ではなく一度だけ支払われる
特別支給金や一時金を受け取りたい口座



１

2,123.45会社に聞く

事業主や一人親方など
特殊な立場で労災に加盟
しているときに書く

別会社の平均賃金。
別紙で計算した金額

その他の（表面に労働保険番号を書いた会社以外の）
就業先についてまだ労基署に申告していないときは記入する。
他の労災給付請求時に申告済みの場合は、この用紙への記入も、
別会社の平均賃金算出のための別紙の提出も不要


